
（7） 平成28年1月25日発行議 会 だ よ り

市民聖苑やすらぎのさと現地視察

問
廃
止
後
、
緊
急
時
は
市
内

で
対
応
で
き
る
の
か
伺
う
。

答
現
在
市
内
社
会
福
祉
法
人

に
委
託
し
て
実
施
し
て
い
る

子
育
て
短
期
支
援
事
業
に
お

い
て
、
新
た
に
母
子
世
帯
を

対
象
に
加
え
受
け
皿
と
す
る

ほ
か
、
市
内
民
間
ホ
テ
ル
と

緊
急
時
の
利
用
に
つ
い
て
協

定
を
結
び
、
対
応
し
て
い
く

こ
と
な
ど
を
考
え
て
い
る
。

問
課
税
限
度
額
改
正
の
理
由

は
何
か
。

答
平
成
27
年
３
月
31
日
の
地

方
税
法
施
行
令
改
正
を
踏
ま

え
、
国
保
の
被
保
険
者
間
の

保
険
税
負
担
の
公
平
性
の
確

保
、
適
正
な
課
税
、
国
保
財

政
の
健
全
化
を
図
る
た
め
及

び
国
保
の
都
道
府
県
化
に
対

応
す
る
際
の
急
激
な
負
担
増

を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。

問
今
回
の
改
正
に
よ
る
影
響

は
。

答
影
響
を
受
け
る
と
見
込
ま

れ
る
世
帯
及
び
割
合
は
、
基

礎
課
税
額
分
で
１
３
４
３
世

帯
、
２
・
44
％
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
分
で
１
２
２
４

世
帯
、
２
・
22
％
、
介
護
納

付
金
分
で
３
２
５
世
帯
、
１

・
40
％
で
あ
る
。

問
共
同
事
業
、
広
域
化
の
方

向
性
は
ど
う
な
る
の
か
。

答
平
成
30
年
度
か
ら
は
、
国

保
の
財
政
運
営
の
責
任
を
都

道
府
県
が
担
い
、
制
度
運
営

で
市
町
村
と
都
道
府
県
が
適

切
に
役
割
分
担
す
る
。

問
経
営
管
理
部
と
事
業
推
進

部
を
統
合
す
る
効
果
は
。

答
経
営
判
断
が
迅
速
化
す
る

と
と
も
に
、
管
理
部
門
と
事

業
部
門
と
の
連
携
が
強
化
さ

れ
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
効
率

的
な
事
業
経
営
、
計
画
的
な

事
業
運
営
が
図
ら
れ
る
。

問
事
業
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し

な
い
た
め
の
対
応
は
。

答
部
の
統
合
に
併
せ
、
経
理

及
び
財
務
に
関
す
る
事
務
の

一
体
化
、
上
下
水
道
の
計
画

部
門
の
強
化
、
上
下
水
道
の

施
設
の
一
括
管
理
等
の
組
織

改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
組

織
の
権
限
を
適
正
に
処
理
す

る
た
め
、
６
課
体
制
か
ら
７

課
体
制
と
す
る
。
ま
た
、
局

長
の
事
務
を
適
切
に
処
理
す

る
た
め
、
局
長
の
下
に
２
人

の
副
局
長
を
置
く
予
定
で
あ

る
。

問
利
用
者
か
ら
の
要
望
や
意

見
へ
の
対
応
は
。

答
家
族
葬
向
け
の
小
規
模
式

場
の
設
置
や
駐
車
場
の
混
雑

な
ど
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
、

少
人
数
対
応
の
第
６
式
場
の

新
設
、
駐
車
場
案
内
の
増
員

に
よ
り
対
応
し
て
い
る
。

問
平
成
29
年
以
後
、
新
斎
場

と
一
体
的
に
管
理
運
営
す
る

メ
リ
ッ
ト
は
何
か
。

答
一
連
の
儀
式
を
通
し
た
サ

ー
ビ
ス
提
供
に
つ
い
て
、
両

施
設
が
密
接
に
連
携
し
て
、

き
め
細
や
か
な
対
応
が
可
能

と
な
る
。
さ
ら
に
類
似
し
た

建
物
及
び
設
備
の
維
持
管
理

に
つ
い
て
、
事
務
の
効
率
化

が
図
れ
る
。

問
や
す
ら
ぎ
の
さ
と
と
新
斎

場
を
直
営
と
す
る
目
的
は
。

答
運
転
及
び
監
視
体
制
、
維

持
管
理
、
施
設
間
の
移
動
調

整
な
ど
管
理
運
営
方
法
の
課

題
に
対
応
す
る
た
め
、
供
用

開
始
当
初
か
ら
当
分
の
間
、

市
が
直
営
す
る
。

問
今
後
は
、
公
募
な
ど
に
よ

り
、
民
間
な
ど
を
指
定
管
理

者
と
し
て
指
定
す
る
考
え
は

な
い
か
。

答
今
後
に
つ
い
て
は
、
公
益

財
団
法
人
川
越
市
施
設
管
理

公
社
改
善
計
画
の
進
捗
状
況

を
十
分
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、

指
定
管
理
に
つ
い
て
は
、
公

募
が
原
則
で
あ
る
こ
と
を
前

提
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
。

問
ど
の
指
定
管
理
者
を
指
定

す
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
今
後

も
第
２
種
の
公
認
を
取
り
続

け
る
考
え
は
あ
る
か
。

答
陸
上
競
技
場
の
質
を
維
持

す
る
た
め
に
は
公
認
が
必
要

と
考
え
る
。
ま
た
、
川
越
陸

上
競
技
場
は
西
部
地
区
の
公

認
競
技
場
の
中
心
的
な
役
割

も
担
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
指
定
管
理
者
の
変
更

に
か
か
わ
ら
ず
、
費
用
対
効

果
に
つ
い
て
も
十
分
検
討
し

な
が
ら
可
能
な
限
り
、
第
２

種
の
公
認
を
更
新
す
る
よ
う

努
め
て
い
き
た
い
。

問
運
動
公
園
陸
上
競
技
場
が

指
定
管
理
で
あ
る
べ
き
理
由

は
何
か
。

答
指
定
管
理
者
制
度
の
目
的

は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

と
経
費
の
節
減
で
あ
る
。
こ

れ
ら
を
踏
ま
え
、
公
の
施
設

 

（
次
ペ
ー
ジ
へ
）

議
案
第
９
５
号

国
民
健
康
保
険
税
条
例
等
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
９
７
号

市
民
聖
苑
や
す
ら
ぎ
の
さ
と
の
指
定
管
理
者
の
指
定

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
１
号

川
越
運
動
公
園
陸
上
競
技
場
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
政
晴
会
】

議
案
第
９
６
号

水
道
事
業
及
び
公
共
下
水
道
事
業
の

設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

【
や
ま
ぶ
き
会
】


